
平成２８年４月２５日

保護者 各位

岩手県立宮古北高等学校
校 長 佐 藤 有

津波発生時の避難及び対応について（お知らせ）
陽春の候 保護者の皆様におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げ

ます。
また、日頃より本校の教育活動に格段の御理解と御支援を賜り、誠にありがとうござ

います。
さて、本校では津波発生時の対応につきまして、下記内容のとおり、生徒への指導を

行うこととしております。
つきましては、御家庭におかれましても下記について御承知おきいただき、御協力を

お願いいたします。
記

１ 津波（注意報・警報発令）の場合の行動
（１）学校にいる時

職員の指示に従い、一斉に避難する。避難場所は「３階教室」又は「ふれあい荘」
（２）登下校中、又は外出中

その場所から一番近い避難場所に、速やかに避難する。
① 自宅に近い場所であれば、自宅へ（但し、自宅が避難区域の場合は、指定避

難所へ避難する。）
② 公共交通機関乗車時は、その運転手の指示に従う。
③ 田老駅近辺の場合は、学校へ避難し、教員の指示に従う。

（３）家にいる時
① 注意報発令の場合、自宅で安全を確保し情報を入手する。
② 警報発令の場合、近くの指定避難所に避難する。

２ 避難場所
指定避難所、高台の公共施設、高台など。
（予め自宅や通学路などからの避難所や高台を確認しておくこと。）

３ その他
（１）注意報・警報発令時、本人携帯電話又は御家庭と連絡を取り、生徒の所在を確認

します。
（２）避難している学校に生徒を引き取りに来られる場合には、十分に安全が確保され

ていることを確認してください。安全が確保されないと判断される時は、引き取り
者も学校に留まっていただきます。なお、引き取り者は、保護者といたします。友
人、知人であってもお引き渡しできませんので御了承ください。


